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(57)【要約】
デバイスの機能をアクティブにする方法。本方法は、デ
バイスのタッチディスプレイへの少なくとも１つの入力
を検出することと、入力の移動の少なくとも１つの大き
さを決定することと、入力の移動に基づいて、デバイス
の機能をアクティブ化または非アクティブ化することと
、を含む。
【選択図】図5B
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスのタッチディスプレイへの少なくとも１つの入力を検出することと、
　前記入力の移動の少なくとも１つの大きさを決定することと、
　前記入力の前記移動に基づいて、前記デバイスの機能をアクティブ化または非アクティ
ブ化することと、
を、含む方法。
【請求項２】
　前記入力の前記移動に基づいて、前記デバイスのアプリケーションをアクティブにする
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デバイスへの前記入力の前記移動の方向の少なくとも１つの大きさを決定すること
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記タッチスクリーンディスプレイ上のテキスト入力を検出することと、
　前記タッチスクリーンに対する次のテキスト入力のそれぞれの方向を決定することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記入力の前記移動の方向の前記決定に基づいて、前記デバイスのテキストフィールド
をアクティブにすることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記タッチスクリーンに対する前記移動は、左から右、右から左、下から上、または上
から下である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記移動の方向は、前記デバイスの前記タッチスクリーンに対するものである、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記入力の前記移動は、前記デバイスの前記タッチスクリーンに対して水平的、縦方向
的または対角方向的である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記デバイスはＰＤＡデバイスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記デバイスはモバイル通信デバイスである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　デバイスのタッチ対応式ディスプレイ上におけるテキストの入力を検出することと、
　前記入力されたテキストの入力シーケンスの方向を決定することと、
　前記入力されたテキストの前記入力シーケンスの前記方向に関連付けられる前記デバイ
スのアプリケーションを開くことと、
を、含む方法。
【請求項１２】
　前記アプリケーションと、前記テキストの前記入力シーケンスの前記方向との間の関連
付けは、ユーザ定義されたものである、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記アプリケーションのコンテンツは、前記テキストの前記入力シーケンスの前記方向
の前記方向において可読であるように前記アプリケーションを表示することをさらに含む
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記表示されたアプリケーションは、前記入力されたテキストの前記方向に対応して、
前記タッチスクリーンデバイスの前記ディスプレイ上で回転する、請求項１３に記載の方
法。
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【請求項１５】
　前記入力されたテキストの前記入力シーケンスの前記方向に基づいて、前記ソフトウェ
アアプリケーションの既定範囲に前記入力されたテキストを方向付けすることをさらに含
む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記テキストの前記入力シーケンスの前記方向に基づいて、前記ディスプレイ上に少な
くとも１つのアプリケーションショートカットを表示することをさらに含み、前記少なく
とも１つのアプリケーションショートカットは、対応するテキスト方向に関連付けられる
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　タッチスクリーンに接続されるディスプレイプロセッサと、
　ポインティングデバイスによる前記タッチスクリーン上のユーザ作成テキストの形式で
第１の入力を受信する、前記ディスプレイプロセッサに接続される入力検出ユニットと、
　入力される前記テキストのシーケンスの方向を検出する、前記ディスプレイプロセッサ
に接続される入力認識ユニットと、
　前記検出された方向に関連付けられる、装置の少なくとも１つの機能またはアプリケー
ションをアクティブにする処理ユニットと、
を、備える装置。
【請求項１８】
　前記ディスプレイプロセッサは、前記検出された方向に対応して、前記デバイス上に開
いているアプリケーションを回転させるように構成される、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ディスプレイプロセッサは、前記タッチスクリーン上に前記アプリケーションによ
って提示される視覚情報を自動的に回転するように構成され、前記検出された方向の方向
で前記視覚情報が読まれるようにする、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ディスプレイプロセッサは、前記検出された方向に基づいて、前記ディスプレイの
既定範囲に前記入力されたテキストを自動的に表示するように構成される、請求項１７に
記載の装置。
【請求項２１】
　コンピュータ可用媒体を含むコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ
可用媒体は、コンピュータに、デバイス機能をアクティブにさせるためのコンピュータ可
読コード手段を内部に含み、該コンピュータ可読コード手段は、
　コンピュータに、前記デバイスのタッチディスプレイの少なくとも１つの入力を検出さ
せるためのコンピュータ可読コード手段と、
　コンピュータに、前記入力の移動の少なくとも１つの大きさを決定させるためのコンピ
ュータ可読コード手段と、
　コンピュータに、前記入力の前記移動に基づいて、前記デバイスの機能をアクティブ化
または非アクティブ化するためのコンピュータ可読コード手段と、
を含む、コンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここで開示される実施例は、タッチスクリーンデバイスに関し、より具体的には、タッ
チスクリーンデバイスの特徴をアクティブにすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザによるタッチスクリーンデバイスの主な使用が、ポインティングデバイスを使用
してテキストを入力することである、様々な状況が存在する。このような主な使用の例と
して、電子メール、ショートメッセージ（ＳＭＳ）、マルチメディアメッセージ（ＭＭＳ
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）、インスタントメッセージ（ＩＭ）、ノートパッド記入、ワードプロセッサ記入、カレ
ンダ記入、Ｔｏ－Ｄｏ記入、及びこれらと同様の機能を挙げることができる。
【０００３】
　従来のタッチスクリーンデバイスでは、これらの特徴または機能の各々は、キーパッド
上の種々のキーストロークによって、あるいはタッチスクリーンデバイスのユーザインタ
ーフェース上で行なわれる一連の選択によって、アクセスされる。このような従来のデバ
イスでは、使用またはソフトウェア機能の全てが、ポインティングデバイスを使用して容
易にアクセスされるわけではない。用途または機能によっては、時間がかかり複雑なポイ
ンティングデバイス操作によって、あるいはキーパッドを介してのみアクセス可能なもの
もある。その他の従来のデバイスでは、ポインティングデバイスの使用時に、全くアクセ
ス不可能な使用またはソフトウェア機能もある。
【０００４】
　デバイスのタッチスクリーンへのユーザ入力の種類に応じて、デバイスの特徴を自動的
にアクティブにできることが望ましいであろう。
【摘要】
【０００５】
　ここに開示される実施例は、デバイスの機能をアクティブにすることに向けられている
。ある側面による方法は、デバイスのタッチディスプレイへの少なくとも１つの入力を検
出することと、入力の移動の少なくとも１つの大きさを決定することと、入力の移動に基
づいて、デバイスの機能をアクティブ化または非アクティブ化することと、を含む方法が
ある。
【０００６】
　別の側面による方法は、デバイスのタッチ対応式ディスプレイ上のテキストの入力を検
出することと、入力されたテキストの入力シーケンスの方向を決定することと、入力され
たテキスト入力シーケンスの方向に関連付けられるデバイスのアプリケーションを開くこ
とと、を含む。
【０００７】
　ある側面による装置は、タッチスクリーンに接続されるディスプレイプロセッサと、ポ
インティングデバイスによるタッチスクリーン上のユーザ作成テキストの形式で第１の入
力を受信する、ディスプレイプロセッサに接続される入力検出ユニットと、入力されるテ
キストのシーケンスの方向を検出する、ディスプレイプロセッサに接続される入力認識ユ
ニットと、検出された方向に関連付けられる装置の少なくとも１つの機能またはアプリケ
ーションをアクティブにする処理ユニットと、を含む。
【０００８】
　別の側面による、コンピュータプログラム製品は、コンピュータ可用媒体を含むコンピ
ュータプログラム製品であって、前記コンピュータ可用媒体は、コンピュータに、デバイ
ス機能をアクティブにさせるためのコンピュータ可読コード手段を内部に含み、該コンピ
ュータ可読コード手段は、コンピュータに、前記デバイスのタッチディスプレイの少なく
とも１つの入力を検出させるためのコンピュータ可読コード手段と、コンピュータに、前
記入力の移動の少なくとも１つの大きさを決定させるためのコンピュータ可読コード手段
と、コンピュータに、前記入力の前記移動に基づいて、前記デバイスの機能をアクティブ
化または非アクティブ化するためのコンピュータ可読コード手段とを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明に関する前述の側面およびその他の特徴について、添付の図面を用いて以下に説
明する。
【００１０】
【図１】実施例の特徴を内蔵するデバイスを示す。
【００１１】
【図２】実施例の特徴を内蔵する別のデバイスを示す。
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【００１２】
【図３】実施例に従うテキスト入力方向を示す。
【図４】実施例に従うテキスト入力方向を示す。
【００１３】
【図５Ａ】実施例の特徴を内蔵するデバイスを示す。
【００１４】
【図５Ｂ】実施例の特徴を内蔵するデバイスを示す。
【００１５】
【図６】実施例に従う方法のフロー図である。
【００１６】
【図７】本発明の実施に使用されうる本発明の特徴を内蔵する典型的な装置の一実施例に
関するブロック図である。
【００１７】
【図８】実施例に従う別のデバイスを示す。
【実施例の詳細な説明】
【００１８】
　図１は、ある実施例の特徴を内蔵するシステムを示す。図示され、かつ以下に説明され
る例を参照して本実施形態について説明するが、実施例に関する多数の異なる形式で本発
明が具現化されうることを理解されたい。さらに、任意の適切なサイズ、形状、または種
類の要素あるいは材料を使用してもよい。
【００１９】
　図１は、タッチスクリーンディスプレイ１１０およびポインティングデバイス２０を含
むデバイス１０を示す。例えば、スタイラス、ペン、または単にユーザの指などのポイン
ティングデバイス２０は、タッチスクリーンディスプレイ１１０と共に使用可能である。
様々な実施例において、任意の適切なポインティングデバイスを使用してもよい。ディス
プレイ１１０およびポインティングデバイス２０は、デバイス１０のユーザインターフェ
ースを形成し、グラフィカルユーザインターフェースとして構成されてもよい。また、デ
バイス１０は、本発明に従ってディスプレイプロセッサ１３０を動作させるジェスチャま
たはストロークベースのアルゴリズムを格納する、メモリ１４０に接続されるディスプレ
イプロセッサ１３０も含んでもよい。また、メモリ１４０は、デバイス１０上で実行する
１つ以上のソフトウェアアプリケーションも格納してもよい。ソフトウェアアプリケーシ
ョンを起動または開始するための処理ユニット１９０を、ディスプレイプロセッサ１３０
およびメモリ１４０に接続してもよい。ディスプレイ１１０とプロセッサ１３０との間に
は、第１の通信あるいはデータリンクまたは接続が存在し、ディスプレイ１１０の表面に
対するポインティングデバイス２０の先端または端部の位置を記述または表す座標情報を
、プロセッサ１３０が受信するようにする。典型的には、ディスプレイ１１０は、画素化
されており、液晶（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ；　ＬＣ）またはその他のいくつかの
種類のディスプレイ画素を含んでもよい。ディスプレイは、ディスプレイ上の異なる場所
で発生する同時的な入力（例えば、タッチ）を認識するように構成されてもよい。様々な
実施例において、任意のディスプレイを利用してもよい。他の実施例において、デバイス
は、図８に示されるように、タッチセンサ式キーパッドを含んでもよい。タッチセンサ式
キーパッドのキーは、従来の方式で使用してもよいが、同時に、タッチスクリーンディス
プレイのキーに実質的に類似する方式で機能するように構成されてもよい。例えば、ユー
ザは、任意の適切なポインティングデバイス（例えば、ユーザの指またはスタイラス）を
使用して、キーパッド８１０の中央に文字「Ａ」等のマークを付けて、文字「Ａ」が、デ
ィスプレイ８２０の中央に表示するようにしてもよい。後述の実施例は、例えば、タッチ
スクリーンディスプレイおよびタッチセンサ式キーパッド等のディスプレイに同等に適用
してもよい。
【００２０】
　一般的に、ディスプレイプロセッサ１３０は、例えば、第２の通信あるいはデータリン
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クまたは接続上で、ディスプレイ１１０に直接的または間接的にディスプレイデータを提
供して、当技術分野でよく知られているように、所望の画素をアクティブ化させてもよい
。例えば、ディスプレイ１１０の表面上のｘ－ｙ位置等の所定の座標位置は、画素解像度
およびタッチスクリーン自体の解像度に応じて、１つ以上のディスプレイ画素に直接的ま
たは間接的に対応してもよい。従って、タッチスクリーンディスプレイ１１０上の単一の
点（単一のｘ－ｙ位置）は、１つの画素または複数の近傍画素に対応してもよい。単一の
画素と違って、テキストの形成またはデバイス機能のアクティブ化に使用しうるパス、ス
トローク、線、またはジェスチャ（本明細書においてこれらの用語は互いに代替可能に使
用される）は、ｘ－ｙ始点およびｘ－ｙ終点を有し、ならびに、始点および終点間のいく
つかのｘ－ｙ位置を含んでもよい。本明細書で使用する際、用語の「テキスト」は、単一
の英数字ならびに句読点を含む一連の文字（つまり、単語、文、およびその同等物）を言
い表す。様々な実施例において、線、またはグラフィックマーク等の任意の適切なジェス
チャを使用してもよい。
【００２１】
　ポインティングデバイス２０の端部をディスプレイ１１０の表面に近接または接触させ
て、テキストの始点をマークしてもよい。その後、ポインティングデバイス２０の端部を
ディスプレイ１１０の表面から離して移動または持ち上げて、テキストの終点をマークし
てもよい。一実施例において、ジェスチャを形成するための入力信号を形成または認識さ
せるために、ポインティングデバイス２０をディスプレイ１１０の表面に接触させる必要
はない。
【００２２】
　一実施例によると、デバイス１０は、例えば、図１に示されるＰＤＡ１００であっても
よい。ＰＤＡ１００は、キーパッド１２０と、タッチスクリーンディスプレイ１１０と、
タッチスクリーンディスプレイ１１０上で使用するためのポインティングデバイス２０と
を含んでもよい。別の実施例によると、デバイス１０は、図２に示されるモバイルセルラ
デバイス２００であってもよい。デバイス２００も、タッチスクリーンディスプレイ１１
０と、キーパッド１２０と、ポインティングデバイス２０とを含んでもよい。さらにその
他の別の実施例において、デバイス１０は、パーソナルコミュニケータ、タブレットコン
ピュータ、ノート型またはデスクトップ型コンピュータ、あるいはタッチスクリーンディ
スプレイ１１０と、ディスプレイプロセッサ１３０およびメモリ１４０等の支援電子機器
とを含むことが可能なその他の任意の適切なデバイスであってもよい。その他の別の実施
例において、ディスプレイおよび／またはデバイス１０に関連付けられるその他のハード
ウェアおよび制御は、デバイス１０の本体内に位置しない周辺機器であってもよい。さら
なる別の実施例において、デバイス１０は、多数のディスプレイを含んでもよく、この場
合、例えば、一方のディスプレイ上の入力が、他方のディスプレイの作用（例えば、提示
されるもの、対象物の方向等）に影響を及ぼしうる。本明細書における実施例は、例示目
的のためだけにＰＤＡ１００を参照して説明されており、これらの実施例が、タッチスク
リーンディスプレイを内蔵する任意の適切なデバイスに同等に適用されうることを理解さ
れたい。
【００２３】
　典型的な方式または従来の方式で、例えば、ＰＤＡ１００等のデバイスにテキストを入
力する際、ＰＤＡ１００は、その下部分３５０がユーザに最も近い状態で保持されて（つ
まり、タッチスクリーンデバイスの通常の操作方向）、例えば、英語を使用する場合にテ
キストを左から右に入力することを理解されたい。しかしながら、一実施例に従う図３お
よび４を参照すると、書き込みまたはテキストは、ＰＤＡ１００によって多種多様の方向
に入力可能であり、かつ認識可能である。用語の「テキスト」は、開示される実施例の説
明目的で本明細書において使用されるが、開示される実施例が、任意の形式のデバイスへ
の入力を使用して適用可能であることを理解されたい。入力は、例えば、直線状、波状、
またはギザギザ状であることが可能である線、一連の文字（例えば、単語または文）、あ
るいは単一の文字（例えば、単一の文字または数字）などのマーキングを含むことが可能
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である。あるいは、入力は、デバイスの画面上に入力されるランダムな一連のマーキング
でありうる。しかしながら、入力が何であろうと、複数の入力がタッチスクリーン上で行
なわれる度に、入力の方向は、ディスプレイ１１０に対して一定の方向である。
【００２４】
　例えば、ＰＤＡ１００の上部３４０からＰＤＡ１００の下部３５０への方向３００また
は矢印３２０に示されるその逆方向に、テキストを入力してもよい。また、矢印３３０に
示されるように、ＰＤＡの左側３７０からＰＤＡ１００の右側３６０に、または矢印３１
０に示されるその逆方向にもテキストを入力してもよい。別の実施例において、図４に示
され、かつ矢印４００、４１０、４２０、４３０に示されるように、対角線上にテキスト
を入力してもよい。
【００２５】
　このような異なるテキスト入力方向は、本明細書において「テキスト方向」と言及され
る。所望のテキスト方向に対応する角度にＰＤＡ１００を回転して用いることが出来る。
例えば、ユーザが方向３１０にテキストを入力したい場合、例えば、英語を使用する場合
では、ユーザは、ＰＤＡ１００の上部３４０がユーザに最も近くなるようにＰＤＡ１００
を回転させてもよい。別の実施例において、任意の適切なユーザ言語をタッチスクリーン
デバイスで使用してもよく、テキスト方向は、特定のユーザ言語に応じて変更してもよい
。例えば、アラビア語を使用する場合、テキストは、通常右から左に書かれるため、方向
３１０でテキストを入力する場合、ＰＤＡ１００の下部３５０がユーザに最も近くなるよ
うにする。
【００２６】
　上述のテキスト方向は、例えば、所定のテキスト方向に関連付けられる特定のデバイス
機能またはアプリケーションへのショートカットを示してもよい。ＰＤＡ１００のメモリ
１４０は、ユーザがテキストを入力する際に、異なるテキスト方向３００～３３０および
４００～４３０ならびにテキスト自体をディスプレイプロセッサ１３０に自動的に認識さ
せるアルゴリズムを含んでもよい。また、メモリ１４０は、ＰＤＡ１００の特徴、機能、
およびアプリケーションを開始およびアクティブにするための、プロセッサ１９０および
ディスプレイプロセッサ１３０により使用されうるアルゴリズムも含んでもよい。例えば
、デバイス１０への入力の移動および方向の一定のシーケンスが検出される場合に、ソフ
トウェアアプリケーションまたは機能をアクティブ化することが可能である。
【００２７】
　例えば、テキストを方向３３０に入力する場合にメッセージアプリケーションを開いて
もよく、あるいはテキストを方向３１０に入力する場合にノートアプリケーションを開い
てもよい。
【００２８】
　任意の所定のテキスト方向に関連付けられ、かつアクティブ化される機能、特徴、また
はアプリケーションは、デバイスの製造中に事前に定義されてもよく、あるいは、ＰＤＡ
１００のユーザに設定されてもよい。例えば、電子メール、ショートメッセージ（ＳＭＳ
）、マルチメディアメッセージ（ＭＭＳ）、インスタントメッセージ（ＩＭ）、ノートパ
ッド、ワードプロセッサ、カレンダ、Ｔｏ－Ｄｏ、表計算、またはタッチスクリーンデバ
イス内で格納および実行されうるその他の任意の適切な機能性等を有する（タッチスクリ
ーンデバイスの）アプリケーションに、一定のテキスト方向を関連付けてもよい。別の実
施例において、各テキスト方向を複数の機能に関連付けてもよく、つまり、例えば、ディ
スプレイプロセッサは、機能名および書き込まれるテキストの方向を認識してもよい。例
えば、単語の「カレンダ」が、方向３３０においてタッチスクリーン上に書き込まれる場
合、ディスプレイプロセッサは、単語の「カレンダ」および方向３３０の両方を認識し、
カレンダアプリケーションを開始させる。単語の「ノート」が、方向３３０においてタッ
チスクリーン上に書き込まれる場合、ディスプレイプロセッサは、同様に、単語の「ノー
ト」および方向３３０の両方を認識し、カレンダ機能の代わりにノートアプリケーション
を開始させる。別の実施例において、単語と方向の組み合わせを使用して、異なる方向に
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アプリケーションを開始してもよい。例えば、単語の「ノート」を方向３３０においてデ
ィスプレイ上に入力する場合、ノートパッドアプリケーションのコンテンツが左から右に
読まれるように、ノートパッドアプリケーションを開始してもよい。例えば、単語の「ノ
ート」を方向３５０に入力する場合、ノートパッドアプリケーションのコンテンツが右か
ら左に読まれるように、ノートパッドアプリケーションを開始してもよい。
【００２９】
　デバイス機能を特定のテキスト方向と関連付ける任意の適切な方法を使用してもよい。
例えば、ユーザは、テキスト方向３３０をカレンダアプリケーションと関連付けて、テキ
ストを方向３３０に入力する場合に、メモリ１４０内のアルゴリズムによって、ディスプ
レイプロセッサ１３０が、図５Ａに示されるような、例えば、ＰＤＡ１００のカレンダ５
００を表示するようにしてもよい。本例において、タッチスクリーンデバイス１０は、テ
キスト方向に関連付けられるショートカットを最大８つ含んでもよいが、しかしながら実
施例は、８つのショートカットに限定されず、任意の数（８つより多いまたは少ない）テ
キスト方向／デバイスソフトウェアアプリケーションまたは機能の関連付けを、実施例の
概念を使用して想定することが可能である。別の実施例において、入力の方向およびその
入力の位置（例えば、始点、終点等）の組み合わせによって、例えば、ディスプレイがど
のアプリケーションまたは機能がアクティブ化されるか、ならびにどの方向にアプリケー
ションまたは機能が提示されるかも決定してもよい。例えば、図３を参照すると、デバイ
スの角３８０を、デバイスのカレンダアプリケーションと関連付けて、入力の際に、例え
ば、方向３００に角３８０においてカレンダの開始が起動され、上部３４０から下部３５
０に読まれるようにカレンダのコンテンツがディスプレイ上に提示されてもよい。
【００３０】
　異なるテキスト方向の各々に関連付けられるショートカットの意味（つまり、ショート
カットの説明）を、タッチスクリーンデバイス１００のハウジング１５０上に書き込み、
シルクスクリーン印刷、エンボス加工、彫り込み、成型、あるいは形成してもよい。例え
ば、方向３３０によってノートアプリケーションがアクティブ化する場合、インジケータ
１６０等のインジケータを、図１に示されるハウジング１５０の上部分３４０上に書き込
み、シルクスクリーン印刷、エンボス加工、彫り込み、成型、あるいは形成してもよい。
同様に、例えば、方向３２０によって電子メールアプリケーションがアクティブ化する場
合、インジケータ１７０等のインジケータを、ハウジング１５０の左側部分３７０上に書
き込み、シルクスクリーン印刷、エンボス加工、彫り込み、成型、あるいは形成してもよ
い。別の実施例において、例えば、ユーザがショートカットを構成する場合等に、タッチ
スクリーンディスプレイ１１０自体の対応する側に沿って、ショートカットの説明を表示
してもよい。タッチスクリーンディスプレイ上に直接ショートカットの定義を表示するこ
とによって、ユーザがショートカットを再定義する際に、ショートカットの定義が容易に
変更可能になり得る。その他の別の実施例において、タッチスクリーンデバイスの任意の
適切な領域上において、任意の適切な方式でショートカットの説明を表示または提示して
もよい。
【００３１】
　図５Ａを参照して、実施例の動作について説明する。ＰＤＡ１００等のデバイス１０の
ユーザは、ポインティングデバイス２０をタッチスクリーン１１０上またはその付近に配
置し、かつ所望のテキストを書き込むことによって、例えば、テキスト５３０等のテキス
トを方向３３０に入力してもよい（図６、ブロック６００）。ディスプレイプロセッサ１
３０は、テキストが入力されている方向（つまり、方向３３０）を検出または認識しても
よい（図６、ブロック６１０）。ディスプレイプロセッサ１３０による方向３３０の検出
により、メモリ１４０内のアルゴリズムを介して、プロセッサ１９０は、方向３３０に関
連付けられるソフトウェアアプリケーションまたは機能を開いてもよく、これらは、ディ
スプレイプロセッサ１３０によってタッチスクリーンディスプレイ１１０上に表示される
（図６、ブロック６２０）。本例において、カレンダアプリケーション５００が、テキス
ト方向３３０に関連付けられる。外観が従来の紙のカレンダであるカレンダ５００をタッ
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チスクリーン１１０上に表示してもよい。カレンダは、月５５０、日５６０、日毎予定表
５４０、ノート部分５１０、および「一ヶ月を表示する」部分５２０を含む個人用カレン
ダであってもよい。日毎予定表は、仕事、家族、または趣味などのグループによってグル
ープ分類されうる日毎の時間単位の記入を含んでもよい。
【００３２】
　ディスプレイプロセッサ１３０は、ディスプレイが入力テキストの方向に対応する方式
でソフトウェア機能を表示するように構成されてもよい（図６、ブロック６３０）。ディ
スプレイプロセッサ１３０は、検出されたテキスト入力方向に従ってディスプレイ１１０
上に示される項目（例えば、ソフトウェアアプリケーション）を自動的に「回転」させて
もよい。本例において、及び図５Ａに示されるように、方向３３０（例えば、左から右）
にテキストを入力したため、ＰＤＡ１００の左側３７０からＰＤＡ１００の右側３６０に
読まれるようにカレンダ機能５００が表示されてもよい。別の実施例において、及び図５
Ｂに示されるように、例えば、方向３２０（例えば、下部から上部）にテキストを入力す
る場合、ディスプレイプロセッサは、タッチスクリーンディスプレイ１１０上のソフトウ
ェアアプリケーションに対応する項目（例えば、アイコン、文字列、写真、グラフィック
ス等）を自動的に「回転」させて、表示される際に、例えば、ノートパッド５７０のコン
テンツ５８０のようなソフトウェアアプリケーションのコンテンツが、ＰＤＡ１００の下
部３５０からＰＤＡ１００の上部３４０に読まれるようにする。その他の別の実施例にお
いて、デバイスは、例えば、ダイアログボックスを介してユーザに選択肢を提供してもよ
く、あるいは、ユーザは、検出されたテキスト入力方向に対応するようにディスプレイ上
の項目をデバイスが回転するか否かに応じてデバイスを構成してもよい。
【００３３】
　タッチスクリーンディスプレイ１１０上にカレンダ機能５００を表示すると、ディスプ
レイプロセッサは、日毎予定表５４０等のカレンダの一定範囲に入力テキスト５３０を誘
導してもよい（図６、ブロック６４０）。テキストが誘導される範囲は、デバイスの製造
中に事前設定されてもよく、あるいはユーザ定義されたものであってもよい。別の実施例
において、ソフトウェアアプリケーションが起動され、タッチスクリーン１１０上に表示
されると、新しい組のアプリケーション固有のテキスト方向ショートカットを呼び出して
もよい（図６、ブロック６５０）。アプリケーション固有のショートカットは、デバイス
のユーザによっても定義可能であってもよい。例えば、ユーザがカレンダ機能５００を使
用している間、方向３２０に書き込まれるテキストを仕事分類の日毎予定表部分５４０に
記入し、また、方向３３０に書き込まれるテキストを家族分類の日毎予定表部分５４０に
記入してもよいように、１組のショートカットが構成または定義されてもよい。
【００３４】
　開示される実施例は、上述の段階ステップおよび命令を内蔵するソフトウェアおよびコ
ンピュータプログラムも含みうる。これらのソフトウェア又はコンピュータプログラムは
、様々なコンピュータにおいて実行されうる。図７は、本発明の実施に使用されうる特徴
を内蔵する典型的な装置７００の一実施例に関するブロック図である。図示されるように
、コンピュータシステム７０２を、別のコンピュータシステム７０４にリンクして、コン
ピュータ７０２および７０４が、情報を相互に送受信可能であるようにしてもよい。一実
施例において、コンピュータシステム７０２は、ネットワーク７０６と通信するように適
合されるサーバコンピュータを含んでもよい。コンピュータシステム７０２および７０４
は、例えば、モデム、配線接続、または光ファイバーリンクを含む任意の従来の方式で連
結されてもよい。一般的に、通信チャネル上で、またはＩＳＤＮ線のダイアルアップ接続
によって典型的に送信される通信プロトコルを使用して、情報は、通信プロトコルを使用
するコンピュータシステム７０２および７０４の両方に利用可能であってもよい。一般的
に、コンピュータ７０２および７０４は、機械可読プログラムソースコードを具現化する
プログラム記憶デバイスを利用するように構成されてもよく、この機械可読プログラムソ
ースコードは、コンピュータ７０２および７０４に本発明の方法ステップを実行させるよ
うに適合される。本発明の特徴を内蔵するプログラム記憶デバイスを、光学、磁性、およ
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、作製、および使用してもよい。別の実施例において、プログラム記憶デバイスは、コン
ピュータにより読み取り可能かつ実行可能であるディスケットまたはコンピュータハード
ドライブ等の磁気媒体を含んでもよい。その他の別の実施例において、プログラム記憶デ
バイスには、光ディスクや読み出し専用メモリ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ－ｍｅｍｏｒｙ；　
ＲＯＭ）、フレキシブルディスク、半導体材料およびチップが含まれてもよい。
【００３５】
　コンピュータシステム７０２および７０４は、格納されるプログラムを実行するマイク
ロプロセッサも含んでもよい。コンピュータ７０２は、そのプログラム記憶デバイス上に
、情報およびデータを格納するためのデータ記憶デバイス７０８を含んでもよい。本発明
の特徴を有する方法ステップを内包するコンピュータプログラムまたはソフトウェアは、
１つ以上のコンピュータ７０２および７０４のその他の従来のプログラム記憶デバイス上
に格納されてもよい。一実施例において、コンピュータ７０２および７０４は、ユーザイ
ンターフェース７１０と、本発明の特徴がアクセス可能であるディスプレイインターフェ
ース７１２とを含んでもよい。ユーザインターフェース７１０およびディスプレイインタ
ーフェース７１２は、システムへのクエリおよびコマンドの入力を可能にし、また、その
コマンドおよびクエリの結果を提示可能にする。
【００３６】
　前述の説明は本発明の単なる例証であることを理解されたい。当業者により本発明を逸
脱することなく種々の代替および修正を考案することが可能である。従って、開示される
実施例は、添付の請求項の範囲内にある修正および変形等の全てを包含するように意図さ
れる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】



(12) JP 2009-541835 A 2009.11.26

【図６】 【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月28日(2009.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスのタッチディスプレイへの少なくとも１つのテキスト入力を検出することと、
　前記テキスト入力の少なくとも１つの大きさを決定することと、
　前記テキスト入力の前記少なくとも１つの大きさに基づいて、前記デバイスの機能をア
クティブ化または非アクティブ化することと、
を、含む方法。
【請求項２】
　前記テキスト入力の前記少なくとも１つの大きさに基づいて、前記デバイスのアプリケ
ーションをアクティブにすることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デバイスへの前記テキスト入力の方向の少なくとも１つの大きさを決定することを
さらに含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記タッチスクリーンに対する次のテキスト入力のそれぞれの方向を決定することと、
をさらに含む、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記テキスト入力の前記少なくとも１つの大きさの前記決定に基づいて、前記デバイス
のテキストフィールドをアクティブにすることをさらに含む、請求項１から４のいずれか
に記載の方法。
【請求項６】
　前記タッチスクリーンに対する前記テキスト入力の前記少なくとも１つの大きさは、左
から右、右から左、下から上、または上から下である、請求項１から５のいずれかに記載
の方法。
【請求項７】
　前記テキスト入力の方向は、前記デバイスの前記タッチスクリーンに対するものである
、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記テキスト入力は、前記デバイスの前記タッチスクリーンに対して水平的、縦方向的
または対角方向的である、請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記デバイスはＰＤＡデバイスである、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記デバイスはモバイル通信デバイスである、請求項１から９のいずれかに記載の方法
。
【請求項１１】
　デバイスのタッチ対応式ディスプレイ上におけるテキストの入力を検出することと、
　前記入力されたテキストの入力シーケンスの方向を決定することと、
　前記入力されたテキストの前記入力シーケンスの前記方向に関連付けられる前記デバイ
スのアプリケーションを開くことと、
を、含む方法。
【請求項１２】
　前記アプリケーションと、前記テキストの前記入力シーケンスの前記方向との間の関連
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付けは、ユーザ定義されたものである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記アプリケーションのコンテンツは、前記テキストの前記入力シーケンスの前記方向
の前記方向において可読であるように前記アプリケーションを表示することをさらに含む
、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記表示されたアプリケーションは、前記入力されたテキストの前記方向に対応して、
前記タッチスクリーンデバイスの前記ディスプレイ上で回転する、請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記入力されたテキストの前記入力シーケンスの前記方向に基づいて、前記ソフトウェ
アアプリケーションの既定範囲に前記入力されたテキストを方向付けすることをさらに含
む、請求項１１から１４のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記テキストの前記入力シーケンスの前記方向に基づいて、前記ディスプレイ上に少な
くとも１つのアプリケーションショートカットを表示することをさらに含み、前記少なく
とも１つのアプリケーションショートカットは、対応するテキスト方向に関連付けられる
、請求項１１から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　タッチスクリーンに接続されるディスプレイプロセッサと、
　ポインティングデバイスによる前記タッチスクリーン上のユーザ作成テキストの形式で
第１の入力を受信する、前記ディスプレイプロセッサに接続される入力検出ユニットと、
　入力される前記テキストのシーケンスの方向を検出する、前記ディスプレイプロセッサ
に接続される入力認識ユニットと、
　前記検出された方向に関連付けられる、装置の少なくとも１つの機能またはアプリケー
ションをアクティブにする処理ユニットと、
を、備える装置。
【請求項１８】
　前記ディスプレイプロセッサは、前記検出された方向に対応して、前記デバイス上に開
いているアプリケーションを回転させるように構成される、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ディスプレイプロセッサは、前記タッチスクリーン上に前記アプリケーションによ
って提示される視覚情報を自動的に回転するように構成され、前記検出された方向の方向
で前記視覚情報が読まれるようにする、請求項１７または１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ディスプレイプロセッサは、前記検出された方向に基づいて、前記ディスプレイの
既定範囲に前記入力されたテキストを自動的に表示するように構成される、請求項１７か
ら１９のいずれかに記載の装置。
【請求項２１】
　コンピュータ可用媒体を含むコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ
可用媒体は、コンピュータに、デバイス機能をアクティブにさせるためのコンピュータ可
読コード手段を内部に含み、該コンピュータ可読コード手段は、
　コンピュータに、前記デバイスのタッチディスプレイの少なくとも１つの入力を検出さ
せるためのコンピュータ可読コード手段と、
　コンピュータに、前記テキスト入力の少なくとも１つの大きさを決定させるためのコン
ピュータ可読コード手段と、
　コンピュータに、前記テキスト入力の少なくとも１つの大きさに基づいて、前記デバイ
スの機能をアクティブ化または非アクティブ化するためのコンピュータ可読コード手段と
、
を含む、コンピュータプログラム製品。
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